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*ふるさと納税制度とは…　ふるさと納税制度は、ふるさとや地方団体の様々な取組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして、創設
されました。
　地方自治体へ寄附をすると、寄附金額のうち2,000円を超える部分について一定の上限まで所得税、個人住
民税から全額が控除されます。

ふるさと納税をした際の仕組みを追ってみましょう。
①世田谷区に住む花子さんは、A市にふるさと納税
を行いました。

②花子さんは、Ａ市から返礼品をもらうことができ
ました。

③翌年、花子さんは世田谷区に、ふるさと納税制度
による控除を申請し、住民税が減額されました。

④世田谷区にとっては、その分が減収となります。

上述の仕組みにより、令和
4年度は87億円を超える
区民税が流出しています。

令和4年度は、区内外から2億8,000万円を上回る寄附をいただきました。
いただいた寄附金は、皆さんの暮らしをより良くするための各事業に活用していきます。

寄附を活用する事業について、74頁でご紹介しています。

「、はで区谷田世　 FURUSATO is SETAGAYA.
（ふるセタ）」の想いを胸に、共感をよぶ取組みに
ふるさと納税をいただくことで、寄附を通じた
ふるさと世田谷 への応援を募っています。
　区民の皆さんが世田谷区へふるさと納税する
ことは、税金の使い道を自分の意思で選択する
ことにもつながります。

なぜ、ふるさと納税制度で世田谷区の税収が減るのでしょうか？なぜ、ふるさと納税制度で世田谷区の税収が減るのでしょうか？

ふるさと納税制度で区民税が他自治体へ流出しています1

区民税の減収の状況2 世田谷区の取組み3

世田谷区に住む
花子さん

①ふるさと納税

②返礼品

A市

③住民税控除

世田谷区

④世田谷区の減収

住民サービス
低下の恐れ

区民の皆さんの暮らしを守るためにも、
ふるさと納税について

立ち止まって考えてみませんか？

小学校改築
2校分
約87億円

●寄附金税額控除に関する詳細：44頁　●寄附先お問い合わせ一覧・お申込み方法：74頁

詳細は区HPから↑

これでは、返礼品をもらった花子さんはもちろんふるさと納税をしていない人も全員
が、居住する世田谷区の減収による住民サービスの低下の影響を被ることになりま
す。区が行う福祉サービスや学校や施設の運営、道路や公園の維持管理等は主に区
民の皆さんの税金で賄われています。

たくさんの寄附をありがとうございます！

この金額は、学校2校分の
改築経費に相当し、区の財
政を脅かす大きな負担と
なっています。
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その年の1月1日に世田谷区に住んでいる住民に課税され、地域サービスに
係る費用の共同負担という性格をもっています。（世田谷区に住んでいなく
ても、区内に事務所・事業所または家屋敷がある方は課税されます。）

環境性能割…

種別割………

三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に
課税されるもので、課税標準である取得価額に対し、環境性
能に応じた税率（０～２％）を乗じて算出します。
なお、賦課徴収は当分の間、東京都が行うことになっています。
その年の４月１日現在に世田谷区を定置場とする原動機付自転
車（バイク）や軽自動車を所有することによって課税されます。

区内で販売されるたばこの消費に対して課税され、価格の中に含まれています。

区内の鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

 　は市町村では、市町村税として課税しますが、東京 23区では都税として課税しています。
東京 23区では、　特別区民税（個人）と　都民税（個人）　を合わせて「住民税」といいます。

東日本大震災からの復興のため、特別措置法が施行され、復興特別所得税が創設されました。
・平成 25年から令和 19年までの各年分
　・復興特別所得税額＝基準所得税額×2.1％
基準所得税額は、所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額です。

※詳細は、管轄の税務署（80頁参照）にお問い合わせください。
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2
※地方税と国税、直接税と間接税、普通税と目的税の考え方は次頁「◆税金の区分」参照

税金について　　章　
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その年の1月1日に世田谷区に住んでいる住民に課税され、地域サービスに
係る費用の共同負担という性格をもっています。（世田谷区に住んでいなく
ても、区内に事務所・事業所または家屋敷がある方は課税されます。）

環境性能割…

種別割………

三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に
課税されるもので、課税標準である取得価額に対し、環境性
能に応じた税率（０～２％）を乗じて算出します。
なお、賦課徴収は当分の間、東京都が行うことになっています。
その年の４月１日現在に世田谷区を定置場とする原動機付自転
車（バイク）や軽自動車を所有することによって課税されます。

区内で販売されるたばこの消費に対して課税され、価格の中に含まれています。

区内の鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

 　は市町村では、市町村税として課税しますが、東京 23区では都税として課税しています。
東京 23区では、　特別区民税（個人）と　都民税（個人）　を合わせて「住民税」といいます。

東日本大震災からの復興のため、特別措置法が施行され、復興特別所得税が創設されました。
　・平成 25年から令和 19年までの各年分
　・復興特別所得税額＝基準所得税額×2.1％
※基準所得税額は、所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額です。
※詳細は、管轄の税務署（80頁参照）にお問い合わせください。
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◆住民税と所得税の違い
　個人の所得に対して、住民税と所得税の２種類の税金がかかります。ここでは住民税と所得税
の違いを表にしてみました。

住民税　　　　　　　　　　　　　　　所得税

対象所得

課税方法

納税方法

均等割

前年所得
前年の所得に対して課税されます。

現年所得
その年の所得に対して課税されます。

無

有

特別区民税・都民税申告書 確定申告書

非課税制度 有 ー

※住民税にも一部例外的に、現年度課税となるものがあります。
※所得税および確定申告の詳細については、80頁をご参照ください。

・普通徴収
　6月・8月・10月・翌年1月の4回で
納付します。

・給与特別徴収
　６月から翌年５月までの給与から毎月
差引かれ、勤務先（会社）などが納入し
ます。
・年金特別徴収
　公的年金の支給額から差引かれ、年金
支払者が納入します。

賦課課税
特別区民税・都民税の申告書、所得税
の確定申告書、給与支払報告書、公的
年金等支払報告書などの各種資料に基
づいて世田谷区が税額を計算し課税し
ます。

申告納税
納税者が、１年間の所得とその所得に対
する税額を計算し、申告して源泉徴収さ
れた税額等との過不足を精算します。
（確定申告）
また、給与所得者の場合には、その支払
者が支払時に税額を徴収し、年末に精算
します。（源泉徴収と年末調整）

所得の種類によってはその支払いを受け
る際にその金額に応じて源泉徴収され、
その後、年末調整もしくは確定申告して
精算します。

申告書

◆税金の区分
税金は主に、次のように分けることが出来ます。

　特別区民税　　３,５００円
　都　民　税　　１,５００円
・均等割の特例期間における税率（9頁参照）
［ ［

地方税 　　　地方自治体に納める税金
国　税　　 国に納める税金

直接税 　　　税金を負担する人が納税義務者である税金
間接税 　　　税金を負担する人と納税義務者が別である税金

普通税 　　　一般的な財源にあてられる税金
目的税 　　　特定の目的にあてられる税金

◆住民税と所得税の違い
　個人の所得に対して、住民税と所得税の２種類の税金がかかります。ここでは住民税と所得税
の違いを表にしてみました。

住民税　　　　　　　　　　　　　　　所得税

対象所得

課税方法

納税方法

均等割

前年所得
前年の所得に対して課税されます。

現年所得
その年の所得に対して課税されます。

無

有

特別区民税・都民税申告書 確定申告書

非課税制度 有 ー

※住民税にも一部例外的に、現年度課税となるものがあります。
※所得税および確定申告の詳細については、80頁をご参照ください。

・普通徴収
　6月・8月・10月・翌年1月の4回で
納付します。
・給与特別徴収
　６月から翌年５月までの給与から毎月
差引かれ、勤務先（会社）などが納入し
ます。
・年金特別徴収
　公的年金の支給額から差引かれ、年金
支払者が納入します。

賦課課税
特別区民税・都民税の申告書、所得税
の確定申告書、給与支払報告書、公的
年金等支払報告書などの各種資料に基
づいて世田谷区が税額を計算し課税し
ます。

申告納税
納税者が、１年間の所得とその所得に対
する税額を計算し、申告して源泉徴収さ
れた税額等との過不足を精算します。
（確定申告）
また、給与所得者の場合には、その支払
者が支払時に税額を徴収し、年末に精算
します。（源泉徴収と年末調整）

所得の種類によってはその支払いを受け
る際にその金額に応じて源泉徴収され、
その後、年末調整もしくは確定申告して
精算します。

申告書

◆税金の区分
税金は主に、次のように分けることが出来ます。

　特別区民税　　３,５００円
　都　民　税　　１,５００円
・均等割の特例期間における税率（9頁参照）
［ ［

地方税 　　　地方自治体に納める税金
国　税　　 国に納める税金

直接税 　　　税金を負担する人が納税義務者である税金
間接税 　　　税金を負担する人と納税義務者が別である税金

普通税 　　　一般的な財源にあてられる税金
目的税 　　　特定の目的にあてられる税金
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する税額を計算し、申告して源泉徴収さ
れた税額等との過不足を精算します。
（確定申告）
また、給与所得者の場合には、その支払
者が支払時に税額を徴収し、年末に精算
します。（源泉徴収と年末調整）

所得の種類によってはその支払いを受け
る際にその金額に応じて源泉徴収され、
その後、年末調整もしくは確定申告して
精算します。

申告書

◆税金の区分
税金は主に、次のように分けることが出来ます。

　特別区民税　　３,５００円
　都　民　税　　１,５００円
・均等割の特例期間における税率（9頁参照）
［ ［

地方税 　　　地方自治体に納める税金
国　税　　 国に納める税金

直接税 　　　税金を負担する人が納税義務者である税金
間接税 　　　税金を負担する人と納税義務者が別である税金

普通税 　　　一般的な財源にあてられる税金
目的税 　　　特定の目的にあてられる税金

 住民税と所得税の所得控除額の違い

所得控除の種類 住民税参照頁 所得税 住民税と所得税の
人的控除額の差

基礎控除（限度額）
配偶者控除(限度額)
老人配偶者控除(70歳以上)(限度額)
配偶者特別控除（限度額）
扶養控除　一般（16歳以上）
扶養控除　特定（19～22歳）
扶養控除　老人（70歳以上）
扶養控除　同居の老親等 
障害者控除　普通障害者　
障害者控除　特別障害者　
障害者控除　同居特別障害者　　
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
生命保険料控除(限度額)     
   　＜旧契約＞一　般　分     
   　＜旧契約＞個人年金分
生命保険料控除(限度額)  
      ＜新契約＞一　般　分  
      ＜新契約＞個人年金分 
      ＜新契約＞介護医療分
地震保険料控除(限度額)　　　　　
　　地震保険料分              

旧  長 期 分

37頁

34頁

34頁

35頁

36頁

37頁

37頁

32頁

32頁

33頁

43万円
33万円
38万円
33万円
33万円
45万円
38万円
45万円
26万円
30万円
53万円
26万円
30万円
26万円
７万円

３万５千円
３万５千円
７万円

２万８千円
２万８千円
２万８千円
２万５千円
２万５千円
１万円

48万円
38万円
48万円
38万円
38万円
63万円
48万円
58万円
27万円
40万円
75万円
27万円
35万円
27万円
10万円
５万円
５万円
12万円
４万円
４万円
４万円
５万円
５万円

１万５千円

５万円
５万円
10万円
５万円
５万円
18万円
10万円
13万円
１万円
10万円
22万円
１万円
５万円
１万円

（※1）

（※1）

（※1）

（※2）

※1 調整控除の計算における配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除の差は以下のとおり。

※２ 調整控除の計算におけるひとり親控除の人的控除の差は以下のとおり
　　　母：５万円　　父：1万円

□住民税と所得税の所得控除額が同じもの
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額

人的控除差
一般
５万円
４万円
２万円

１０万円
６万円
３万円

老人
９００万円以下
９００万円超９５０万円以下
９５０万円超1,000万円以下

所得割の納税義務者の
合計所得金額

人的控除差

５万円
４万円
２万円

３万円
２万円
１万円

９００万円以下
９００万円超９５０万円以下
９５０万円超1,000万円以下

○配偶者控除

○配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
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 住民税と所得税の所得控除額の違い

所得控除の種類 住民税参照頁 所得税 住民税と所得税の
人的控除額の差

基礎控除（限度額）
配偶者控除(限度額)
老人配偶者控除(70歳以上)(限度額)
配偶者特別控除（限度額）
扶養控除　一般（16歳以上）
扶養控除　特定（19～22歳）
扶養控除　老人（70歳以上）
扶養控除　同居の老親等 
障害者控除　普通障害者　
障害者控除　特別障害者　
障害者控除　同居特別障害者　　
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
生命保険料控除(限度額)     
   　＜旧契約＞一　般　分     
   　＜旧契約＞個人年金分
生命保険料控除(限度額)  
      ＜新契約＞一　般　分  
      ＜新契約＞個人年金分 
      ＜新契約＞介護医療分
地震保険料控除(限度額)　　　　　
　　地震保険料分              
　　 旧 長 期 分

37頁

34頁

34頁

35頁

36頁

37頁

37頁

32頁

32頁

33頁

43万円
33万円
38万円
33万円
33万円
45万円
38万円
45万円
26万円
30万円
53万円
26万円
30万円
26万円
７万円

３万５千円
３万５千円
７万円

２万８千円
２万８千円
２万８千円
２万５千円
２万５千円
１万円

48万円
38万円
48万円
38万円
38万円
63万円
48万円
58万円
27万円
40万円
75万円
27万円
35万円
27万円
10万円
５万円
５万円
12万円
４万円
４万円
４万円
５万円
５万円

１万５千円

５万円
５万円
10万円
５万円
５万円
18万円
10万円
13万円
１万円
10万円
22万円
１万円
５万円
１万円

（※1）

（※1）

（※1）

（※2）

除
控
的
人

除
控
的
物

※1 調整控除の計算における配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除の差は以下のとおり。

※２ 調整控除の計算におけるひとり親控除の人的控除の差は以下のとおり
　　　母：５万円　　父：1万円

□住民税と所得税の所得控除額が同じもの
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額

人的控除差
一般
５万円
４万円
２万円

１０万円
６万円
３万円

老人
９００万円以下
９００万円超９５０万円以下
９５０万円超1,000万円以下

所得割の納税義務者の
合計所得金額

人的控除差

５万円
４万円
２万円

３万円
２万円
１万円

９００万円以下
９００万円超９５０万円以下
９５０万円超1,000万円以下

○配偶者控除

○配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
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主な税の申告と納期
月 　　　　　　　　　　　特　別　区　税 　　　　　　　　　　　　　　　　都税・国税

 ・年金特別徴収仮徴収

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

・普通徴収、年金特別徴収納税通知書発付（6月9日）
・普通徴収第1期納期限（6月30日）
・年金特別徴収仮徴収

・普通徴収第２期納期限（8月31日）
・年金特別徴収仮徴収

・普通徴収第３期納期限（10月31日）
・年金特別徴収本徴収

・年金特別徴収本徴収

・給与支払報告書提出期限（1月31日）
・普通徴収第４期納期限（1月31日）

・年金特別徴収本徴収
・住民税（特別区民税・都民税個人分）の
　申告（3月15日まで）

・自動車税（種別割）

・固定資産税、都市計画税第４期
・贈与税申告（2月1日～3月15日）
・所得税確定申告（2月16日～3月15日）

※給与特別徴収の場合は、勤務先（会社など）が 6月から翌年 5月までの 12回、毎月の給与から差引いて、給与を支
払った月の翌月 10日までに区役所へ納入します。

※各納期限が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日となります。
※申告期限が税務署・都税事務所・区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日となります。
※年金特別徴収の仮徴収・本徴収については、18、19、20頁をご参照ください。

4月

軽自動車税（種別割）納税通知書発付（5月11日）
→納期限（5月31日）
・給与特別徴収税額通知書発付（5月17日）

・固定資産税、都市計画税第1期

・所得税予定納税第1期

・個人事業税第1期

・固定資産税、都市計画税第２期

・所得税予定納税第２期
・個人事業税第２期

・固定資産税、都市計画税第３期

・償却資産の申告
・住宅用地の申告
・認定長期優良住宅減額の申告

2 主な税の申告と納期
月 　　　　　　　　　　　特　別　区　税 　　　　　　　　　　　　　　　　都税・国税

 ・年金特別徴収仮徴収

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

・普通徴収、年金特別徴収納税通知書発付（6月10日）
・普通徴収第1期納期限（6月30日）
・年金特別徴収仮徴収

・普通徴収第２期納期限（8月31日）
・年金特別徴収仮徴収

・普通徴収第３期納期限（10月31日）
・年金特別徴収本徴収

・年金特別徴収本徴収

・給与支払報告書提出期限（1月31日）
・普通徴収第４期納期限（1月31日）

・年金特別徴収本徴収
・住民税（特別区民税・都民税個人分）の
　申告（3月15日まで）

・自動車税（種別割）

・固定資産税、都市計画税第４期
・贈与税申告（2月1日～3月15日）
・所得税確定申告（2月16日～3月15日）

※給与特別徴収の場合は、勤務先（会社など）が 6月から翌年 5月までの 12回、毎月の給与から差引いて、給与を支
払った月の翌月 10日までに区役所へ納入します。
※各納期限が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日となります。
※申告期限が税務署・都税事務所・区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日となります。
※年金特別徴収の仮徴収・本徴収については、18、19、20頁をご参照ください。

4月

軽自動車税（種別割）納税通知書発付（5月11日）
→納期限（5月31日）
・給与特別徴収税額通知書発付（5月18日）

・固定資産税、都市計画税第1期

・所得税予定納税第1期

・個人事業税第1期

・固定資産税、都市計画税第２期

・所得税予定納税第２期
・個人事業税第２期

・固定資産税、都市計画税第３期

・償却資産の申告
・住宅用地の申告
・認定長期優良住宅減額の申告
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